
日
L
d
i
t
ド

1
p日

大
正
岡
年
六
周
二
十
『
目
車
三
種
郵
便
物
陽
電
内
毎
泊
二
抱
一
日
履
行
u
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冊

、

&

れ

幻
恥
私
F
語
以
h
r

写4 
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i
J明
1
1
U
1
J

組

持

tJ旨

令

需主

精

涜
，会、
-v 

大
正
十
四
年
図
勢
調
査
施
行
令

勤
令
第
二
百

披

(
大
正
十
四
年
苛
月
二
十
二
日
)

大
正
十
四
年
同
勢
制
査
施
行
令

第
一
保
大
正
十
四
年
間
勢
調
査
ハ
大
正
十
四
年
十
月
一
日
午
前
零
時
ノ

現
在
晶
依
り
之
ヲ
行
7

第
二
飾
大
正
十
四
年
閣
勢
調
査
ρ

前
蹄
ノ
時
期
一
一
於
テ
帝
圃
版
幽
内
-
一

現
在
λ

ル
者
三
吋
左
ノ
事
項
ヲ
調
査
ス

司
一
氏
名

二

男

女

F

別

三
山
生
ノ
年
月

四
阻
伺
ノ
醐
係

前
峰
ノ
時
期
前
一
一
帝
圃
ノ
地
博
ヲ
曲
目
シ
盆
巾
寄
港
セ
ス
シ
テ
前
崎
ノ
時

期
綾
田
日
以
内
一
-
姑
メ
ア
帝
幽
F
港
岡
町
一
一
入
リ
タ
ル
者
ρ
大
正
十
四
年

十
月
一
日
午
前
零
時
三
帝
圃
服
岡
内
ニ
現
花
シ
タ
ル
者
ト
看
倣
ス

第
三
路
前
路
ノ
調
査
ハ
各
世
帯
ユ
就
キ
之
7
執
行
ス

本
令
=
於
テ
世
帯
ト
稽
λ

ル
ハ
住
居
R
A
家
計
ヨ
ノ
井
一
一
ス
ル
者
ヲ
調
ヌ

一
人
ユ
シ
テ
住
居
ヲ
有
シ
家
計
7
立
ツ
ル
者
亦
一
世
帯
ト
ス

家
計
ヲ
共
-
一
ス
ル
モ
別
-
住
居
ヲ
有
ス
ル
者
文
ハ
住
居
ヲ
共
ニ
ス
ル
毛

別
=
家
計
ヲ
立
ツ
ル
者
ρ

一
世
帯
ト
ス
共
ノ
一
人
ナ
ル
場
合
亦
同
シ

j
 

t

，、、

3
1
J
L
I
R
a
a
-

第
二
十
一
容
(
第
一
一
揖
一
四
国
)

脊
宿
舎
、
病
院
、
旋
服
、
下
宿
屋
其
ノ
他
家
計
ヲ
共
一
-
セ
サ
ル
者
ノ
集

合
九
ル
場
日
間
文
ハ
船
舶
?
在
ル
者
ニ
シ
テ
叫
ノ
家
計
ヲ
共
一
一
セ
サ
ル
者

ハ
一
場
昼
叉
ハ
一
船
舶
持
一
一
一
世
帯
一
一
昨
ス

第
四
路
世
時
五
又
ρ

世
僻
ノ
管
四
者
三
品
ノ
世
惜
一
一
割
在
ス
ル
者
三
副

キ
同
勢
調
査
申
告
書
7
叫
テ
第
二
峰
第
一
項
各
都
ノ
事
項
ヲ
申
告
ス
ル

ノ
義
務
ア
ル
号
ノ
ト
ス

部
E
催
国
勢
調
査
申
告
書
用
紙
ハ
之
ヲ
各
旺
静
一
一
一
山
付
ス

第
六
峰
府
肱
知
事
ハ
内
制
締
盟
大
臣
ノ
命
ヲ
法
ウ
府
肱
内
ノ
調
査
ノ
品
開

行
ヲ
指
揮
監
督
ス

第

七

飾

郡

長
ρ

府
蹴
知
事
ノ
命
ヲ
承
ケ
郡
内
ノ
醐
査
ノ
執
行
ヲ
指
押
監

督
ス

第

入

崎

市

民
ρ

府
郎
知
事
ノ
掴
揮
監
督
ヲ
承
ケ
市
内
ノ
調
査
J

執
行
ヲ

管
曲
・
ス

第
九
保
町
村
長
ハ
郡
長
ノ
指
揮
蛇
督
ヲ
承
ケ
町
村
内
ノ
調
査
ノ
執
行
ヲ

管
輩
ス

第
十
保
市
町
村
長
戸
嗣
査
ヲ
執
行
ス
ル
怨
府
廊
知
事
ノ
認
可
ヲ
純
一
一
ア
市

町
村
ノ
証
域
ヲ
調
査
困
=
分
割
ス
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
府
蹴

知
事
〆
認
可
ヲ
組
ア
一
町
村
ヲ
瓜
テ
一
閲
覧
困
ト
幼
ス
コ
ト
ア
得

第
十
一
品
同
勢
嗣
査
ノ
事
務
ヲ
執
行
セ
シ
ム
ル
何
市
町
材
一
一
回
勢
調
査

員
ヲ
置
ク

第
十
二
時
閣
勢
調
査
員
ρ

府
麟
知
事
ノ
推
薦
一
一
依
リ
内
閥
ニ
於
テ
之
ヲ

命
ス

閲
勢
調
査
員
ハ
名
寄
職
ト
ス

第
十
一
一
一
陣
国
勢
調
査
員
一
一
ハ
別
一
一
定
ム
ル
徽
章
ヲ
交
付
シ
職
務
執
行
ノ

四
巨劫

E

?

}

『

匂

ぺ

刊

一

r

岨

一.~



川弘怖蛸榊総本て

際
之
ヲ
偶
府
セ
シ
ム

第
十
四
峰
岡
勢
調
査
員
ハ
市
町
村
長
ノ
指
揮
監
背
ヲ
法
ケ
婚
情
剖
脊
匡

内
=
於
ケ
ル
同
勢
調
慌
申
告
書
川
紙
ノ
配
付
、
因
坊
制
資
申
告
書
ノ
蒐

集
共
ノ
他
之
=
刊
7
諸
般
ノ
事
務
ヲ
執
行
ス

第
十
五
峰
岡
勢
制
宜
員
各
世
帯
一
一
就
キ
前
臨
ノ
脆
務
7
M柿
行
ス
ル
州
問

?
九
月
二
十
一
日
ヲ
リ
十
月
五
円
迄
ト
λ

但
シ
蒐
集
シ
タ
ル
同
勢
調
査

申
告
書
ノ
抱
輯
事
項
三
脚
uv
質
問
ヲ
挺
ス
ル
場
合
ハ
此
ノ
剛
ニ
立
ラ
ス

第
十
六
保
郡
市
町
村
長
ハ
佐
内
岡
部
調
査
ノ
材
川
市
ヲ
川
縦
メ
同
勢
制
査

申
告
帯
及
附
崩
事
訓
ト
北
一
二
附
肱
知
事
ノ
広
メ
タ
ル
州
問
迄
一
一
町
村
長

ρ

之
ヲ
郡
長
=
、
郡
長
且
市
川
江
戸
之
ヲ
府
眠
知
事
一
↓
陀
山
レ
附
肱
知
事

ハ
内
凶
綿
理
大
臣
ノ
定
メ
タ
ル
別
出
迄
一

4

管
内
凶
勢
制
査
ノ
肋
仰
木
」
プ
取

組
J
F

之
ヲ
内
凶
総
川
大
日
二
報
告
λ

ヘ
シ

第
十
七
路
天
災
事
誕
ノ
岱
凶
勢
制
在
日
第
十
五
保
ノ
期
間
内
一
一
比
ノ
職

掛
フ
執
行
uv
又
山
之
M
j

定
結
ス
ル
コ
卜
簡
ハ
サ
ル
ト
キ
ρ

府
肱
刑
事
ρ

由
一
一
其
ノ
旨
ア
内
問
線
開
大
臣
一
一
報
告
ス
ヘ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
-
一
ア
ハ
府

儲
知
事
ハ
内
附
総
即
大
ロ
ノ
認
可
ヲ
純
テ
阿
域
ヲ

M
P
別
=
町
川
コ
ノ
定

J

h

R

A

共
ノ
如
川
ヲ
延
長
ス

府
酪
知
事
別
一
一
期
川
ヲ
定
メ
又
ハ
期
間
ヲ
証
長
シ
タ
ル
ト
キ

T
4
7
告

示
ス

第
十
λ
路
内
削
細
川
大
目
ノ
要
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
各
市
吋
大
臣
ハ
所
管

J

官
陸
、
官
主
主
ハ
班
員
二
命
シ
内
附
綿
即
大
匝

X
ハ
北
ハ
ノ
布
一
ん
シ
タ

ル
職
員
ノ
指
郎
ヲ
浪
ケ
同
勢
制
査
ノ
事
務
=
服
セ
シ
ム
へ
シ

第
十
丸
焼
本
令
巾
府
肱
的
牒
知
事
一
一
蜘
ス
ル
川
胤
一
ム
ハ
他
出
世
一
一
在
リ
テ

ρ

北
悔
遺
憾
北
海
道
幽
長
官
一
一
、
郡
郡
長
町
村
町
村
長
一
一
胤
ス
ル
却
定

組

出

法

月
郡
長
ヲ
置
カ
サ
ル
地
及
町
村
削
ヲ
施
行
セ
ザ
ル
地
一
二
位
リ
テ
ハ
之
品

柑
常
ス
ル
地
面
官
吏
吏
員
ェ
、
市
制
箭
六
時
及
第
λ
十
二
傑
ノ
市
=
在

リ
テ
ハ
市
市
長
匝
副
長
昌
之
ヲ
市
川
λ

第
二
十
品
本
令
ヲ
描
川
シ
鼎
キ
和
町
一
一
附
ス
ル
制
査
一
一
付
テ
ρ

内
閣
総

瑚
大
目
別
=
比
ノ
手
附
ヲ
一

ι
ム

第
二
十
一
日
踊
朝
鮮
、
蓋
栂
泣
梓
大
二
於
テ
ハ
第
一
一
峠
第
一
項
一
二
幅
ク
ル

事
羽
ノ
川
抑
制
鮮
総
世
、
謀
略
総
督
及
蹄
太
鴎
長
官
ノ

ι国
l
認
ム
ル
事

項
ヲ
併
セ
制
査
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
比
ノ
場
合
一
一
一
世
テ
ハ
内
凶
総
瑚
大
臣
ノ

承
認
7
畳
タ
ヘ
シ

第
二
十
二
陪
朝
鮮
、
屯
一
静
止
伴
大
二
執
行
ス
ル
問
勢
訓
査
一
一
附
シ
テ
』

第
四
保
乃
里
革
二
十
悼
ノ
規
定
ヲ
越
川
セ
ス
問
昨
帥
官
、
来
崎
総
督
及

株
主
刷
出
HI'H内
附
紬
四
大
臣
ノ
承
認
ヲ
純
一
一
ア
別
工
品
ノ
手
続
ヲ
定
ム

第
二
十
三
時
府
肱
市
町
村
一
一
於
テ
開
制
問
調
査
一
一
附
帯
シ
テ
共
F
M
陣
峨
ノ

全
部
文
円
一
部
ェ
謝
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
制
官
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ρ
共

ノ
事
項
及
方
怯
ヲ
具
シ
内
削
綿
瑚
大
臣
ノ
認
可
ヲ
丑
タ
ヘ
シ

〔
事
問
〕

明
治
凶
十
阿
年
(
四
月
七
日
公
布
}
法
作
第
六
十
入
抑
市
制
抄
錯

節
穴
峰
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
市
ノ
悩
ハ
之
ヲ
法
人
ト
λ

共
ノ
財
盛

及
替
地
物
一
一
蹴
ス
ル
事
務
其
ノ
仙
法
令
一
一
蹴
リ
凶
ニ
凪
ス
ル
事
務
ヲ

島
四
ス

凶
ノ
瞭
世
分
骨
又
ρ
掛
凶
作
叫
世
史
其
ノ
他
旺
ノ
脆
似
て
一
凶
シ
テ
ρ
前
二

時
ノ
川
地
近
7
準
川
ス
但
シ
和
問
峰
ノ
刈
定
ヲ
帥
中
川
ス
ル
劫
骨
=
於
テ

ハ
附
保
ア
ル
市
合
ノ
意
見
ヲ
モ
徴
ス
ヘ
シ

第
λ
十
二
降
第
大
陸
ノ
市
ヲ
酷
キ
抗
ノ
他
ノ
市
川
底
務
岨
宜
ノ
錨
匝

第
二
十
一
審
(
第
一
一
拙
一
四
五
)
一
四
五

令



組

掛

法

令

ヲ
刷
シ
匝
長
及
其
ノ
代
理
者
一
人
ヲ
置
タ
ヨ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
匝
長
及
共
ノ
代
珊
者
ハ
名
血
官
職
ト
九
市

hw
一
一
於
一
ア
市
公
民
巾

選
出
端
描
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
り
之
ソ
選
出
中
ス

内
務
大
臣
三
削
羽
ノ
規
定
一
一
拘
ラ
ス
匝
長
ヲ
荊
給
必
民
ト
侃
ス
へ
キ

市
7
指
定
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
作

前
羽
ノ
恒
一
一
口
付
戸
ア
ハ
第
八
十
時
第
九
十
一
候
第
丸
十
削
除
第
一
一
羽
第

九
十
七
臨
第
四
唱
第
九
十
入
陥
及
第
九
十
九
舵
ノ
規
定
ヲ

ψ
川
λ

ル

ノ
持
必
要
ナ
ル
事
羽
山
勘
令
ヲ
以
4

之
ヲ
定
品

失
業
統
計
調
査
A
T

勅
令
第
二
百
二
観

(
!
Y

八
一
止
十
四
年
五
月
二
十
二
日
)

失
業
統
計
調
査
令

第
一
保
失
業
統
計
制
査
ハ
大
正
十
四
年
十
月
一
日
午
前
零
時
ノ
現
在
=

依
り
之
ヲ
行
7

第
三
篠
失
業
粧
計
剖
査
川
左
ノ
地
域
-
一
之
ヲ
行
ア

一
札
幌
市
及
共
ノ
附
託

=
班
京
市
及
共
ノ
附
近

=
一
京
都
市
及
其
ノ
附
近

四
大
肱
市
及
其
ノ
附
近

宜
堺
市
及
共
ノ
附
近

大
描
出
市
及
共
ノ
附
近

・
七
輪
矧
賀
市
及
其
ノ
附
註

λ

帥
戸
茄
A
其
ノ
附
近

" 

第
二
十
一
容

(
第
一
抗

一
削
古
)

一
四
六

九
尼
崎
市
及
共
ノ
附
近

十
長
崎
市
及
北
ノ
附
託

十
一
世
山
保
山

A
比
〆
附
近

十
二
名
古
川
町
山
及
共
ノ
附
註

十
三
漬
松
市
及
北
ノ
附
託

十

四

仙

葺

市

A
其
ノ
附
近

十
五
金
路
市
及
封
ノ
附
近

十
一
八
岡
山
市

A
共
ノ
附
近

十
七
閥
均
市
及
批
ノ
附
近

十
八
央
市
及
共
ノ
附
近

十
九
和
股
山
市
及
共
ノ
附
一
也

二
十
門
司
市

A
共
ノ
附
註

二
十
一

λ
脇
市

A
共
ノ
附
近

二
十
ニ
タ
蛙
町
及
其
ノ
附
註

二
十
三
且
昆
町
及
其
ノ
附
註

一
一
十
回
大
牢
岡
市
及
其
ノ
附
近

前
項
附
近
ノ
地
域
ρ

内
刷
融
制
大
国
別
品
之
ヲ
定
ム

第
三
怯
失
業
統
計
嗣
査
ρ

第
一
路
ノ
時
期
王
世
ア
削
峰
ar

地
峨
内
一
日
現

在
λ

ル
左
ノ
唱
一
-
付
之
ヲ
行
7

一
勢
倒
者
叉
山
給
料
生
活
者
a
'
p
シ
者
畠
U
V

テ
現
=
失
業
者
タ
ル
母

ノ
二
現
一
-
勢
働
者
又
ρ

給
料
生
活
者
タ
ル
者

第
削
踊
前
悼
集
一
一
騨
一
一
稿
ク
ル
者
一
士
官
7

J
左
J

車
羽
ヲ
嗣
笠
λ

-
氏
名



一
一
男
女
ノ
別

=
一
出
生
ノ
年
月

四
肥
偶
ノ
剛
体

五
世
帯
主
ナ
ル
ヤ
否
ヤ

六

世

帯

員

ノ

監

(

許

諾

蝕

ぷ

峨

)

七
先
議
官
時
J

職
幾

凡
失
業
悩
時
ノ
勤
務
先

九
長
業
ノ
原
凶

十
失
業
ノ
年
月
日

ー
一
失
業
官
時
ノ
貨
品
又
ハ
給
料

第
五
鈴
第
二
一
候
第
二
腕
ユ
掲
タ
ル
者
一
一
付
-7ρ

左
ノ
事
項
ヲ
嗣
査
ス
但

シ
第
七
腕
乃
霊
能
十
三
抗
日
ニ
哨
タ
ル
事
割
ハ
最
近
一
年
内
z
士
業
セ
レ

コ
ト
ア
ル
者
一
-
付
テ
ノ
ミ
之
ヲ
醐
査
『
A

一

民

名

二
男
女
ノ
別

三
山
生
ノ
年
H

四
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